
 

 

     

 

＊鹿児島市花尾町 125 番地   TEL・FAX（099）298-7123   

    ＊設置者・設置認可年月日   鹿児島市・昭和 50 年 4 月 1 日 

    ＊定 員           45 名（産休明け～5 歳児） 

    ＊利用可能時間 （保育標準時間認定）   7：00～18：00 

            （保育短時間認定）    8：30～16：30 

    ＊延長保育時間 （保育標準時間認定）  18：00～１９：００ 

            （保育短時間認定）    7：00～8：30  

                         16：30～19：00 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

花尾町にある自然に囲まれた保育所です。子供達は豊かな自然の中で、野菜の栽培や 

収穫、草花や生き物を見ながら季節の移り変わりを感じたり、近くの小学校に 

出かけるなど地域との交流を行ったりし、のびのびと過ごしています。 

【園の概要】 

【保育目標】 

〇心身ともにすこやかな子ども 

【保育方針】 

① 一人一人の育ちを支える 

② 保護者の子育てを支える 

③ 地域との交流を図り、子育てしやすい環境をつくる 



 

時 間 子 ど も の 活 動 

7:00 ○ 順次登園 

   ・健康観察を受ける   ・所持品の始末 

   ・自由遊び 

9:30 ○ 片付け      ※みんなでリズム遊びなど           

※（１・２歳児はおやつ） 

10:00 ○ クラスを中心とした活動 

11:30 ○ 昼 食 

12:30 ○ 昼寝の準備（着替え） 

  ～昼寝～ 

  目覚め 

15:00 ○ おやつ 

15:40 ○ お帰りの準備  ・健康チェック 

16:00 ○ 自由遊び   

○ 順次降園 

短時間保育のお子さんの保育時間は 8：30～16：30 です 

0 歳児は月齢や発達に応じたデイリープログラムがあります 

  

 

 

 

〇 入園式 〇 保育参観 〇 人形劇観劇会 〇 夏まつり 

〇 親子遠足 〇 合同運動会 〇 発表会 〇 クリスマス会 

〇 お別れ遠足 〇 お別れ会 〇 卒園式 

 

＊ その他季節の行事や家庭教育セミナーなどがあります。 

＊ 誕生会・消火避難訓練・身体測定は毎月 1 回行います。 

 ＊ 内科検診・歯科検診は年 2 回行います。  

【一日の流れ】 

【おもな年間行事】 



  

 

〇 保育料：居住している市町村が定める保育料 

 

〇 延長保育料：（保育標準時間認定・保育短時間認定） 

      18：00～19：00   1 日 150 円  月上限 2500 円 

        （保育短時間認定）  

       7：00～8：30    1 日 100 円 

月上限 2500 円 

      16：30～18：00   1 日 100 円 

   ※鹿児島市に居住している方で保育料の算定における階層区分が      

 生活保護世帯・市町村民税非課税世帯の方は無料となります。 

 

〇 実費徴収 

  ＊体操服     全園児 

  ＊帽子      全園児 

  ＊出席ノート   ３・４・５歳児 

  ＊災害共済掛金  全園児（生活保護世帯を除く） 

  ＊給食費     対象者 

 

※その他本園の利用において通常必要とされるものにかかる費用で、保護者負担が 

適当と認められるもの 

 

 

【保護者負担について】 


